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１ 議 事 日 程（第１日） 

   （平成３０年第３回有田川町議会定例会） 

平成３０年９月６日 

午前９時３０分開会 

於 議 場 

 日程第１ 諸般の報告 

 日程第２ 閉会中の所管事務調査報告について 

 日程第３ 報告第20号 専決処分の承認を求めることについて 

             平成３０年度有田川町一般会計補正予算（第２号） 

 日程第４ 報告第21号 平成２９年度有田川町財政健全化判断比率等について 

 日程第５ 議案第56号 平成３０年度有田川町一般会計補正予算（第３号） 

 日程第６ 議案第57号 平成３０年度有田川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

            １号） 

 日程第７ 議案第58号 平成３０年度有田川町介護保険事業特別会計補正予算（第１ 

            号） 

 日程第８ 議案第59号 平成３０年度有田川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１ 

            号） 

 日程第９ 議案第60号 平成３０年度有田川町公共下水道事業特別会計補正予算（第１ 

            号） 

 日程第10 議案第61号 平成３０年度有田川町農業集落排水事業特別会計補正予算（第 

            １号） 

 日程第11 議案第62号 平成２９年度有田川町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第12 議案第63号 平成２９年度有田川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

 日程第13 議案第64号 平成２９年度有田川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認 

            定について 

 日程第14 議案第65号 平成２９年度有田川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の 

            認定について 

 日程第15 議案第66号 平成２９年度有田川町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認 

            定について 

 日程第16 議案第67号 平成２９年度有田川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

 日程第17 議案第68号 平成２９年度有田川町簡易排水事業特別会計歳入歳出決算の認 

            定について 

 日程第18 議案第69号 平成２９年度有田川町浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の認定 

            について 
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 日程第19 議案第70号 平成２９年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

 日程第20 議案第71号 平成２９年度有田川町特別養護老人ホーム等事業特別会計歳入 

            歳出決算の認定について 

 日程第21 議案第72号 平成２９年度有田川町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の 

            認定について 

 日程第22 議案第73号 平成２９年度有田川町岩倉財産区管理会特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

 日程第23 議案第74号 平成２９年度有田川町粟生財産区管理会特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

 日程第24 議案第75号 平成２９年度有田川町城山山林財産区管理会特別会計歳入歳出 

            決算の認定について 

 日程第25 議案第76号 平成２９年度有田川町八幡山林財産区管理会特別会計歳入歳出 

            決算の認定について 

 日程第26 議案第77号 平成２９年度有田川町安諦山林財産区管理会特別会計歳入歳出 

            決算の認定について 

 日程第27 議案第78号 平成２９年度有田川町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認 

            定について 

 日程第28 議案第79号 有田川町税条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第29 議案第80号 有田川町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部を改正 

            する条例の制定について 

 日程第30 議案第81号 有田川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 

            を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第31 議案第82号 有田川町立学校に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

            いて 

 日程第32 議案第83号 有田川町生産物販売施設条例の一部を改正する条例の制定につ 

            いて 

 日程第33 議案第84号 有田川町公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第34 議案第85号 有田川町行政局等設置条例の一部を改正する条例の制定につい 

            て 

 日程第35 議案第86号 有田川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の 

            一部を改正する条例の制定について 

 日程第36 議案第87号 有田川町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条 

            例の制定について 

 日程第37 議案第88号 有田川町道路線の認定について 

 日程第38 議案第89号 平成３０年度有田川町防災行政無線デジタル化改修事業の請負 
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            契約について 

 日程第39 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第40 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第41 諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

２ 出席議員は次のとおりである（１６名） 

    １番   堀 江 眞智子       ２番   増 谷   憲 

    ３番   椿 原 竜 二       ４番   中 島 詳 裕 

    ５番   星 田 仁 志       ６番    畑  之 

    ７番   谷 畑   進       ８番   小 林 英 世 

    ９番   林   宣 男       10番   殿 井   堯 

    11番   佐々木 裕 哲       12番   岡   省 吾 

    13番   森 谷 信 哉       14番   新 家   弘 

    15番   湊   正 剛       16番   亀 井 次 男 

３ 欠席議員は次のとおりである（なし） 

４ 遅刻議員は次のとおりである（なし） 

５ 会議録署名議員 

    ４番   中 島 詳 裕       13番   森 谷 信 哉 

６ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の氏名（１３名） 

   町 長  中 山 正     副 町 長  坂 頭 徳 彦 

   住 民 税 務 部 長  山 田 展 生    福 祉 保 健 部 長  前久保 眞 次 

   総 務 政 策 部 長  中 硲   準    消 防 長  栗 栖   誠 

   産 業 振 興 部 長  立 石 裕 視    建 設 環 境 部 長  鈴 木 幸 敏 

   財 務 課 長  中 屋 正 也    企 画 調 整 課 長  森 田 栄 一 

   教 育 長  楠 木   茂    教 育 部 長  井 上 光 生 

   監 査 委 員  服 部 眞 悟 

７ 職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名（２名） 

   事 務 局 長  一ツ田 友 也    書 記  細 野 鶴 子 

８ 議事の経過 

開会 ９時３０分 

○議長（殿井 堯） 

   おはようございます。 

   ただいまの出席議員は１６人であります。 

   定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

開議 ９時３１分 

○議長（殿井 堯） 



－８－ 

   本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

……………日程第１ 諸般の報告…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第１、諸般の報告を行います。 

   本定例会に町長より提出された案件は、報告２件、議案３４件、諮問３件でありま

す。 

   また、本日の説明員は町長ほか１２名であります。 

   次に、監査委員より、平成３０年５月、６月、７月分の例月現金出納検査の結果報

告、平成２９年度有田川町水道事業の出納検査・定期監査の結果及び平成３０年度水

道事業例月現金出納検査の結果報告、並びに財政援助団体監査報告書をお手元に配付

していますので、御報告いたします。 

   また、平成２９年度一般会計及び各特別会計の決算認定に係る説明資料をお手元に

配付していますので、申し添えておきます 

   以上、諸般の報告を終わります。 

……………日程第２ 閉会中の所管事務調査報告について…………… 

   日程第２、閉会中の所管事務調査報告についてを行います。 

   閉会中に産業建設住民常任委員による視察研修が実施されていますので、委員長か

ら報告をお願いします。 

   産業建設住民常任委員会委員長、谷畑進君。 

○産業建設住民常任委員長（谷畑 進） 

   改めまして、おはようございます。 

   議長の許可をいただきましたので、産業建設住民常任委員会の行政視察の報告をさ

せていただきます前に、この台風２１号で被害に遭われた方に、心よりお見舞いを申

し上げ、また１日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。 

   報告をさせていただきます。去る７月４日、５日、沖縄県名護市において視察研修

を実施しました。名護市は沖縄本島北部に位置しており、総面積２１０．３３平方キ

ロメートル、人口６万２，６６４人の市であります。視察では、名護市産業支援セン

ターを訪れ、名護市商工観光局の職員より説明を受けた後、施設内を見学しました。

名護市産業支援センターは、名護市中心街に設立された、産業振興に係る総合支援拠

点であり、主な支援内容は、起業家支援、産業交流、新事業創出、人材育成、研究開

発、販路開拓の６項目です。センター内には名護市商工会、観光協会、商工観光局が

入り、官民共同の市活性化を目指していました。現在、オフィススペースには１３社

入居しており、２５３人の雇用が生まれているとのことでした。 

   起業家支援としては、インキュベーションという起業家の卵を育てる事業が行われ

ています。支援センターの３階にインキュベーションルームを設置し、新規創業者養

成を目指しています。使用期間は３年以内で、１カ月の使用料は１平方メートル当た
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り５００円と相場の半額です。現在７社が入居し、雇用人数は２４人とのことでした。

なお、契約満了後の企業は名護市街地に起業することを求められています。若年層の

起業を支援するには、補助金だけではなく安値で借用できるインキュベーションルー

ムのようなシステム構築も効果があると感じました。本町の、田殿保育所跡での地方

創生事業に期待したいところであります。 

   次に、インバウンド観光では、名護市では現在、観光を中心に経済効果向上を図っ

ていて、入込客数や宿泊客は年々増加しているとのことです。昨年には多言語看板を

設置して、インバウンド観光客の増加を図っています。今後は、Ｗｉ－Ｆｉ設備の環

境整備を行い、観光客の滞在時間長期化を図り、同時に、Ｗｉ－Ｆｉ設備を活用して

観光客のニーズ調査を行い、インバウンド観光客の増加を目指すとのことでした。本

町においても平成３１年度より、Ｗｉ－Ｆｉ設備の環境整備を進める計画をしていま

す。整備後は、利用者の傾向把握やニーズ調査ができるように考慮すれば、さらに活

用の幅が広がると考えられます。 

   視察を終えまして、若年層の起業支援は、今後の雇用拡大のためにも、前向きに取

り組むことが必要であります。また、起業を支援するだけではなく、現在ある企業の

定着化に向けて取り組むことも必要です。そのためにも、ニーズを明確化し、方向性

を検討していく必要があると感じました。 

   以上、産業建設住民常任委員会の視察報告とさせていただきます。 

○議長（殿井 堯） 

   これで、閉会中の所管事務調査の報告を終わります。 

   お諮りします。 

   日程第３から日程第４１までの報告２件、議案３４件、諮問３件を一括議題とした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、日程第３から日程第４１までの報告２件、議案３４件、諮問３件を一

括議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   おはようございます。 

   平成３０年第３回有田川町議会定例会を招集しましたところ、議員各位には、何か

とお忙しいところ、御参集賜り厚く御礼申し上げます。 

   まず、提案理由の説明をする前に、先日の台風２１号、本当に予想どおり２５年ぶ

りの台風ということで、うちの町でも３７．８メートル、正式にはかった、消防署で
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はかった数値でありますけれども、実際にはそれ以上の風が吹いたん違うかなという

思いであります。それぞれの地域で皆さん方も対応に御尽力されたと聞いております。

本当にありがとうございました。 

   今回の台風は特に道路、あるいは電気等々が寸断されました。国道４８０号につい

てはその晩、夜通し、徹夜で、清水にも透析の患者があるということで、まず徹夜で

国道４８０号の道については、小さな乗用車ぐらいですけれども、通行可能にしてい

ただきました。また、電気もまだ今でもかなりのところ、吉備の一部、それから金屋

の山間部、清水の大部分が今でも停電中で、したがって水道水が出ないという状況で、

きょうも朝から有田市にも給水車をお借りして、各出張所、あるいは身体の不自由な

方については、民生委員さん、区長さんを通じてペットボトルを配らせていただいて

おります。 

   その関係で、毎回、総務課長が出席するんですけれども、いろんな電話の対応とか、

大変忙しくやっていますので、きょうは竹中総務課長は欠席させていただいておりま

す。御了解をいただきたいと思います。 

   電気のほうも徐々に復旧してきております。学校についても休校したり、停電で給

食を食べないで、昼間で帰ってもらったり、いろんなことをやってきたんですけれど

も、学校については全て電気も復旧して、きょうから通常の運営を行っているところ

であります。 

   これから、まだまだ町道、県道については、山間部ではまだまだ通行不能なところ

もありますので、１日でも早く、まず電気については１日でも、１時間でも早く復旧

していただけるようにお願いしていきたいと思います。今後ともよろしくお願いした

いと思います。 

   それでは、ただいま上程されました議案について御説明を申し上げたいと思います。

報告第２０号は、平成３０年度有田川町一般会計補正予算第２号として、地方自治法

第１７９条第３項の規定に基づき、専決処分の承認を求めるものであります。今回の

補正は、大阪府北部を震源とする地震により、ブロック塀が倒壊した事故を受け、当

町も緊急点検を実施し、ブロック塀の撤去及び改修を実施するため、また、梅雨前線

豪雨により災害が発生し、緊急に災害復旧事業等を実施し、住民の生活の安全を確保

する必要が生じたために、早急に予算処置を講じたものであります。補正額は、歳入

歳出それぞれ１億９，２８６万８，０００円を追加し、補正後の予算総額は１５２億

７，８７２万円と相なりました。なお、補正額の財源と致しまして、分担金、国庫負

担金、県補助金、基金繰入金、繰越金、町債を充てることにしております。 

   報告第２１号は、平成２９年度有田川町財政健全化判断比率等についてであります。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、実質赤字比率、連結実質赤

字比率、実質公債費比率、将来負担比率及び公営企業の経営の健全化をあらわす資金

不足比率を算出し、監査委員の意見を付した上で議会に報告するものであります。 
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   議案第５６号は、平成３０年度有田川町一般会計補正予算第３号であります。今回

の補正の主なものは、共通するものとして、４月の職員の人事異動による配置がえに

伴い、各科目において職員給与費等の増減補正を行っています。給与費以外の主なも

のといたしましては、２款総務費の文書広報費では、法制執務支援業務委託料として

１９４万４，０００円を、財産管理費では、ブロック塀を撤去・改修するための修繕

料として９３０万７，０００円と、集会所等改修補助金として２７２万６，０００円

を、行政局及び出張所費では、城山出張所舗装工事費として１４４万２，０００円を、

賦課徴収費では、過誤納付還付金として２００万円を、３款民生費の社会福祉総務費

では、平成２９年度の精算に係る、臨時福祉給付金事業補助金返還金として１，２１

１万３，０００円を、国民健康保険事業特別会計への繰出金として、１，１４８万３，

０００円を減額し、障害者福祉費では、平成２９年度の精算に係る国・県負担金等の

返納金等として１，０５５万８，０００円を、老人福祉費では、平成２９年度の精算

に係る県補助金等の返還金等として３１万８，０００円を、また、介護保険事業特別

会計の繰出金を１，１４６万１，０００円を減額し、児童福祉総務費では、在宅育児

支援事業給付金と、紀州っ子いっぱいサポート保育料助成金として６６７万円を、子

どものための教育保育給付費などの平成２９年度の精算に係る国・県負担金の返納金

等として７２７万３，０００円を、児童措置費では、児童手当国庫補助金返還金など

として１，５３１万８，０００円を、保育所費では、保育士臨時雇い賃金として３７

１万３，０００円を、４款衛生費の保健衛生総務費では、平成２９年度の精算に係る

国・県負担金等の返納金等として１１５万６，０００円を、保健センター費では、備

品購入費として１０３万８，０００円を、上水道施設費では、簡易水道事業特別会計

の繰出金として、２８５万２，０００円を、６款農林水産業費の農業振興費では、中

山間地域直接支払制度事業交付金として１５７万４，０００円を、排水事業費では、

農業集落排水事業特別会計繰出金として２８万２，０００円を減額し、林業費の林業

振興費では、山の恵み活用事業補助金として１４８万８，０００円を、森林整備費で

は、シンポジウム等委託料として７９万円を、８款土木費の県営事業負担金では、和

歌山県工事負担金として２３万円を、都市計画総務費では、需用費、手数料、賃借料

として３０万円を、公共下水道費では、公共下水道事業特別会計繰出金として５３万

２，０００円を、９款消防費の常備消防費では、ブロック塀の撤去・改修の修繕料と

して７８万６，０００円を、消防施設費では、修繕料と消火栓設置工事負担金として、

１０１万２，０００円を、災害対策費では、防災行政無線デジタル化整備工事費を５

００万円減額し、測量設計監理等委託料として５００万円を、１０款教育費の学校管

理費では、鳥屋城小学校プール解体撤去工事費として１，４５０万円を、社会教育費

の公民館費では、修繕料として９６万７，０００円を、図書館費では、図書購入費と

して２０万円を、学校給食費では、給食調理業務委託料として４４７万４，０００円

を、１１款災害復旧費の文教施設災害復旧費では、鳥屋城小学校の施設災害復旧工事
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として２，１００万円を、１３款諸支出金の基金費では、基金利子積立金として７７

５万３，０００円を、１４款予備費に６６７万６，０００円を計上し、また、町民の

方から、アレックの図書購入に２０万円と、保健センターの運動器具購入に３０万円

を役立ててほしいと５０万円の御寄附をいただきましたので、補正を計上し今回の補

正額は、歳入歳出それぞれ１億１，７４０万４，０００円を追加し、補正後の予算総

額は１５３億９，６１２万４，０００円と相なりました。なお、補正額の財源といた

しまして、町税、地方交付税、国及び県支出金、財産収入、諸収入、町債などを充て

るとともに、財政調整基金繰入金を減額することにいたしております。また、地方債

の補正につきましても、御審議を願うものであります。 

   議案第５７号は、平成３０年度有田川町国民健康保険事業特別会計補正予算第１号

であります。今回の補正の主なものは、平成２９年度精算に伴う療養給付費等負担金

の返納金等として６，２３０万８，０００円を計上し、職員の人事異動による配置が

えに伴う職員給与費等を１，１５５万１，０００円の減額補正をした結果、補正総額

は、６，０６７万７，０００円を追加し、補正後の予算総額は、３７億２，４２５万

３，０００円と相なりました。なお、補正額の財源といたしましては、繰越金及び諸

収入を充てるとともに、一般会計からの繰入金を減額することにいたしております。 

   議案第５８号は、平成３０年度有田川町介護保険事業特別会計補正予算第１号であ

ります。今回の補正の主なものは、職員の人事異動による配置がえに伴う職員給与費

等として、１，２３７万５，０００円を減額するとともに、国庫交付金等の前年度精

算に伴う返納金として、３，８１４万６，０００円を補正した結果、補正総額は、２，

６６８万５，０００円を追加し、補正後の予算総額は、３２億７，９０１万円と相な

りました。なお、補正額の財源といたしまして支払基金交付金及び繰越金を充てると

ともに、一般会計からの繰入金を減額することにいたしております。 

   議案第５９号は、平成３０年度有田川町簡易水道事業特別会計補正予算第１号であ

ります。今回の補正は、人事異動による配置がえに伴い職員給与費等として６９３万

２，０００円を減額するとともに、施設費の水道施設管理費の修繕料として３３１万

７，０００円を、簡易水道施設整備事業として６５０万円を補正するものです。補正

総額は、３２０万２，０００円を追加し、補正後の予算総額は、６億１，７６２万５，

０００円と相なりました。なお、補正額の財源といたしましては、一般会計からの繰

入金及び諸収入を充てることにいたしております。 

   議案第６０号は、平成３０年度有田川町公共下水道事業特別会計補正予算第１号で

あります。今回の補正は、人事異動による配置がえに伴い、職員給与費等として５３

万２，０００円を補正するものです。補正総額は５３万２，０００円を追加し、補正

後の予算総額は１９億８，９３９万３，０００円と相なりました。なお、補正額の財

源といたしましては、一般会計からの繰入金を充てることにいたしております。 

   議案第６１号は、平成３０年度有田川町農業集落排水事業特別会計補正予算第１号
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であります。今回の補正は、人事異動による配置がえに伴い、職員給与費等として２

８万２，０００円を減額し、補正後の予算総額は２億９，８２５万８，０００円と相

なりました。なお、補正額の財源といたしましては、一般会計からの繰入金を充てる

ことにいたしております。 

   続いて、議案第６２号から議案第７８号までの１７議案につきましては、平成２９

年度 有田川町一般会計及び特別会計並びに水道事業会計の決算認定をお願いするも

のであります。その概要につきましては、会計管理者及び建設環境部長より説明させ

ることにいたします。 

   議案第７９号は、有田川町税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。

地方税法等の一部を改正する法律が平成３０年３月３１日に公布されたことによる、

有田川町税条例の一部改正であります。改正の内容は、再生可能エネルギー発電設備

の固定資産税の課税標準に対する軽減率の特例の制定であります。 

   議案第８０号は、有田川町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてであります。改正の内容は、有田川町ひとり親家庭医療費の定

義について、文言の見直しと、養育者の定義を明記するための条例の一部改正であり

ます。 

   議案第８１号は、有田川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定についてであります。改正の内容は、放課後

児童支援員の資格要件の拡大及び明確化をするための条例の一部改正であります。 

   議案第８２号は、有田川町立学校に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

てであります。改正の内容は、城山出張所を城山西小学校校舎へ移転することに伴い、

城山西小学校を休校から廃校とするための条例の一部改正であります。 

   議案第８３号は、有田川町生産物販売施設条例の一部を改正する条例の制定につい

てであります。改正の内容は、有田川町生産物販売施設、山の家しみずの取り壊しに

よる条例の一部改正であります。 

   議案第８４号は、有田川町公民館条例の一部を改正する条例の制定についてであり

ます。改正の内容は、城山公民館の移転に伴う条例の一部改正であります。 

   議案第８５号は、有田川町行政局等設置条例の一部を改正する条例の制定について

であります。改正の内容は、城山出張所の移転に伴う条例の一部改正であります。 

   議案第８６号は、有田川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてであります。改正の内容は、消防団員の休団につい

ての服務等に関する条例の一部改正であります。 

   議案第８７号は、有田川町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてであります。改正の内容は、特殊勤務手当の種類等について、消防職

員の防災航空隊勤務手当を加えるための条例の一部改正であります。 

   議案第８８号は、有田川町道路線の認定についてであります。有田川町大字水尻地
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内、町道１０１３号線、延長１６９．３２メートルを、道路法の規定により、町道の

認定をお願いするものであります。 

   議案第８９号は、平成３０年度有田川町防災行政無線デジタル化改修事業の請負契

約についてであります。平成３０年度有田川町防災行政無線デジタル化改修事業を実

施するため、和歌山市七番町１７、日本電気株式会社和歌山支店長、増井智幸氏と８

億４，１０９万６，４４０円で契約を締結するに当たり、議会の議決をお願いするも

のであります。 

   諮問第１号から諮問第３号については、それぞれ人権擁護委員候補者の推薦につき

意見を求めるものであります。諮問第１号は、有田川町大字尾中８６番地、栗山昌之

氏の３年間の任期が、本年１２月３１日までとなっており、法務大臣の委嘱決定まで

の手続に３カ月程度を要することから、本議会において、人格、識見高く、広く社会

の実情に通じ、人権擁護について理解のある同氏を引き続き人権擁護委員の候補者と

して推薦したいので、議会の意見を求めるものであります。 

   諮問第２号は、有田川町大字明王寺２９８番地、髙居涼子氏の３年間の任期が、本

年１２月３１日までとなっており、法務大臣の委嘱決定までの手続に３カ月程度を要

することから、本議会において、人格、識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護

について理解のある同氏を引き続き人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議

会の意見を求めるものであります。 

   諮問第３号は、有田川町大字青田１０８番地１、山口芳子氏の３年間の任期が、本

年１２月３１日に満了いたします。つきましては、後任の委員として、人格、識見高

く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある、有田川町大字吉原７０４

番地、髙垣かすみ氏を人権擁護委員の候補者として推薦したいので議会の意見を求め

るものであります。 

   以上で提出議案に対する私の説明を終わります。何とぞ、御審議の上、御賛同賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

   済みません、ちょっと訂正をお願いしたいと思います。今、防災行政無線の入札の

金額をもう一回。正確には８億４，１０９万６，４４０円で契約をいたしました。失

礼しました。 

○議長（殿井 堯） 

   以上で、町長の提案理由の説明が終わりました。 

   続きまして、補足説明をお願いします。 

   住民税務部長、山田展生君。 

○住民税務部長（山田展生） 

   それでは、私から議案第６２号から議案第７７号までの平成２９年度一般会計及び

特別会計の決算につきまして補足説明させていただきます。 

   なお、決算の状況につきましては、決算書及び主要施策の成果報告書に詳細に記載
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されておりますので、概要のみの説明とさせていただきます。 

   お手元に配付させていただいております平成２９年度有田川町一般会計、特別会計

決算説明資料に基づきまして御説明申し上げます。なお、この資料の金額は１，００

０円単位で、比率や割合につきましては、小数点以下第１位となっております。原則

として表示数値未満四捨五入ですが、一部調整しておりますのでよろしくお願いいた

します。 

   それでは、１ページの決算総括表をごらんください。一般会計と１５の特別会計の

歳入歳出決算状況でございます。表の一番下ですが、一般会計と特別会計の予算現額

合計２６７億８，１６４万円に対しまして、歳入決算額合計は２６４億８，３４５万

円で、予算現額に対する収入率は９８．９％となっております。 

   次に、歳出ですが、歳出決算額合計は、２５９億４，７８３万４，０００円で、予

算現額に対する執行率は９６．９％となっております。 

   歳入歳出差引額の合計は５億３，５６１万６，０００円で、翌年度へ繰り越すべき

財源の合計５,１２４万７，０００円を差し引きいたしました、実質収支額は４億８,

４３６万９，０００円となっております。 

   次に２ページをお願いいたします。議案第６２号、有田川町一般会計歳入歳出決算

から御説明申し上げます。まず、２ページの一般会計歳入決算状況をごらんください。

歳入合計は、１５４億７，３０３万８，０００円で、前年度と比較して１２億２，０

２８万２，０００円、率にして７．３％の減となっております。 

   増減の主なものを申し上げますと、増額では１７款寄附金の１億２，２９２万８，

０００円で、主な要因はふるさと応援寄附金の増収によります。 

   次に、２０款諸収入の５，１３１万６，０００円で、主な要因は過年度収入で、平

成２８年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金や後期高齢者医療療養給付費負担金 

精算金、また雑入で東グラウンド防球フェンス嵩上げ改修に伴うスポーツ振興くじ助

成金の増額などとなっております。 

   次いで、１款町税の４，４９５万８，０００円で、主な要因は町民税と固定資産税

の増収によります。 

   一方、減額では、１５款県支出金の７億６，３９３万６，０００円で、主な要因は

強い農業づくり交付金事業、ＪＡありだＡＱ中央選果場選果施設設置工事が、前年度

で完了いたしましたので、それに伴う県補助金や、農地災害復旧事業費補助金の減額

などによります。 

   次に、２１款町債の５億５，２５０万円で、主な要因は前年度完了事業の金屋文化

保健センター大規模改修工事や救助工作車購入に伴う合併特例事業債、小・中学校の 

非構造部材耐震化事業に伴う全国防災事業債の減額などによります。 

   次に、１９款繰越金の２億１，０５８万４，０００円で、主な要因は繰越明許費に

係る翌年度へ繰り越すべき財源の減額などによります。 
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   次いで、１０款地方交付税の５,９６７万３，０００円で、主な要因は普通交付税

合併算定替の段階的な減額などによります。 

   また、歳入に占める割合で最も高いのが、１０款地方交付税の４３．１％、次に、

１款町税の１９．４％、次に、２１款町債の７．９%、次いで、１５款県支出金の７．

７%の順となっております。 

   歳入総額のうち、自主財源は４５億７，０９９万４，０００円で、前年度と比べて

６，０１５万４，０００円、率にして１．３％の増となっておりまして、1７款寄附

金と、１款町税の増収が主な要因でございます。 

   また、自主財源の構成比としては２９．６％で、前年度と比較してプラス２．６ポ

イントとなっております。これは、全体的な決算規模が減少しましたが、寄附金や町

税が増収となったことによります。 

   次に３ページ、一般会計歳出決算状況をごらんください。歳出合計は１５０億７，

３９４万９，０００円で、前年度と比較して１２億２,７８０万７，０００円、率に

して７．５％の減となっております。 

   増減の主なものを申し上げますと、増額では、１２款公債費の１億４，２７８万５，

０００円で、主な要因は合併特例事業債元利償還金の増額などによります。 

   次に、８款土木費の１億１，７４１万１，０００円で、主な要因は道路橋りょう維

持修繕工事や、公共下水道事業特別会計繰出金などの増額によります。 

   次に、１１款災害復旧費の１，７６２万３，０００円で、主な要因は公共土木施設

災害復旧事業の増額などによります。 

   一方、減額では、６款農林水産業費の６億９,３１６万２，０００円で、主な要因

は、前年度、完了しました強い農業づくり交付金事業補助金の減額などによります。 

   次に、２款総務費の３億４,９９４万１，０００円で、主な要因は前年度完了しま

した金屋文化保健センター大規模改修工事の減額などによります。 

   次に、１３款諸支出金で、主な要因は公共施設整備基金や、ふるさと応援基金積立

金の増額があったものの、減債基金積立金の減額により２億７，８１７万６，０００

円の減額となっております。 

   次いで、３款民生費の１億６２７万６，０００円で、主な要因は臨時福祉給付金の

減額などとなっております。また、収支の状況につきましては下の表でありますが、

歳入歳出差引額３億９，９０８万９，０００円、翌年度へ繰り越すべき財源４，７７

６万２，０００円を差し引きいたしました、実質収支額は３億５，１３２万７，００

０円となっており、前年度と比較して２，２９８万９，０００円、率にして７．０％

の増となっております。 

   次に、４ページをごらんください。議案第６３号、有田川町国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算でございます。歳入の主なものは、１款国民健康保険税９億４,９

９９万５，０００円、３款国庫支出金１０億１，５９６万４，０００円、７款共同事
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業交付金1０億５，５４９万３，０００円で、歳入合計４２億７，８９２万８，００

０円となっております。歳出の主なものは、２款保険給付費２３億７，００４万７，

０００円、７款共同事業拠出金９億５，３３５万８，０００円で、歳出合計４２億７

４１万４，０００円と なっております。歳入歳出差引額と実質収支額は、ともに同

額の７，１５１万４，０００円となっております。 

   次に、５ページをごらんください。議案第６４号、有田川町介護保険事業特別会計

歳入歳出決算でございます。歳入の主なものは、１款保険料５億２，８３５万円、３

款国庫支出金７億９，９１４万２，０００円、４款支払基金交付金７億９，４５７万

７，０００円で、歳入合計３１億１，０９９万７，０００円となっております。歳出

の主なものは、２款保険給付費２７億６，０１６万円で、歳出合計３０億６，０４１

万４，０００円となっております。歳入歳出差引額と実質収支額は、ともに同額の５，

０５８万３，０００円となっております。 

   次に、６ページをごらんください。議案第６５号、有田川町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算でございます。歳入の主なものは、１款保険料２億２,２２２万１，

０００円、３款繰入金４億８，９０５万５，０００円で、歳入合計７億４，７１０万

８，０００円となっております。歳出の主なものは、２款後期高齢者医療納付金６億

９，２８６万１，０００円で、歳出合計７億３，９０８万５，０００円となっており

ます。歳入歳出差引額と実質収支額は、ともに同額の８０２万３，０００円となって

おります。 

   次に、７ページをごらんください。議案第６６号、有田川町簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算でございます。歳入の主なものは、２款使用料及び手数料１億８，４９

５万１，０００円、５款繰入金２億９，４８２万３，０００円、８款町債１億８，１

００万円で、歳入合計７億１，８６９万６，０００円となっております。歳出の主な

ものは、２款施設費３億５，８０３万９，０００円、３款公債費３億７１６万９，０

００円で、歳出合計７億１，５５０万７，０００円となっております。歳入歳出差引

額３１８万９，０００円、翌年度へ繰り越すべき財源２７８万８，０００円を差し引

きいたしました、実質収支額は４０万１，０００円となっております。 

   次に、８ページをごらんください。議案第６７号、有田川町農業集落排水事業特別

会計歳入歳出決算でございます。歳入の主なものは、３款繰入金２億３，０３４万６，

０００円で、歳入合計２億８，３７４万１，０００円となっております。歳出の主な

ものは、２款施設費１億３６４万２，０００円、３款公債費１億５,１３８万１，０

００円で、歳出合計は２億８,３０４万４，０００円となっており、歳入歳出差引額

は６９万７，０００円、翌年度へ繰り越すべき財源６９万７，０００円を差し引きい

たしました、実質収支額はゼロ円となっております。 

   次に、９ページをごらんください。議案第６８号、有田川町簡易排水事業特別会計

歳入歳出決算でございます。歳入・歳出合計額は、ともに１６７万９，０００円で、
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歳入歳出差引額と実質収支額は、ともにゼロ円となっております。 

   次に、議案第６９号、有田川町浄化槽事業特別会計歳入歳出決算でございます。歳

入・歳出合計額はともに８５７万円で、歳入歳出差引額と実質収支額は、ともにゼロ

円となっております。 

   次に、１０ページをごらんください。議案第７０号、有田川町かなや明恵峡温泉特

別会計歳入歳出決算でございます。歳入の主なものは、１款使用料及び手数料５，４

４９万３，０００円で、歳入合計６,８５４万８，０００円となっております。歳出

は総務費の６，８５４万８，０００円となっております。歳入歳出差引額と実質収支

額は、ともにゼロ円となっております。 

   次に、議案第７１号、有田川町特別養護老人ホーム等事業特別会計歳入歳出決算で

ございます。歳入・歳出合計額は、ともに２１８万円で、歳入歳出差引額と実質収支

額は、ともにゼロ円となっております。 

   次に、１１ページをごらんください。議案第７２号、有田川町公共下水道事業特別

会計歳入歳出決算でございます。歳入の主なものは、３款国庫支出金３億２，４７６

万６，０００円、６款繰入金４億３，１０２万６，０００円、９款町債７億８，４２

０万円で、歳入合計１７億８，６７３万５，０００円となっております。歳出の主な

ものは、２款施設費１２億３，１９３万３，０００円、３款公債費３億９，０３２万

６，０００円で、歳出合計も１７億８，６７３万５，０００円となっており、歳入歳

出差引額と実質収支額はともにゼロ円となっております。 

   次に、１２ページをごらんください。議案第７３号、有田川町岩倉財産区管理会特

別会計歳入歳出決算でございます。歳入・歳出合計額は、ともにゼロ円となっており

ます。 

   次に、議案第７４号、有田川町粟生財産区管理会特別会計歳入歳出決算でございま

す。歳入合計３１万９，０００円に対し、歳出はございません。歳入歳出差引額と実

質収支額は、ともに同額の３１万９，０００円となっております。 

   次に、議案第７５号、有田川町城山山林財産区管理会特別会計歳入歳出決算でござ

います。歳入合計１９１万９，０００円で、歳出はございません。歳入歳出差引額と

実質収支額は、ともに同額の１９１万９，０００円となっております。 

   次に、１３ページをごらんください。議案第７６号、有田川町八幡山林財産区管理

会特別会計歳入歳出決算でございます。歳入合計８７万９，０００円に対し、歳出合

計７０万９，０００円で、歳入歳出差引額と実質収支額は、ともに同額の１７万円と

なっております。 

   次に、議案第７７号、有田川町安諦山林財産区管理会特別会計歳入歳出決算でござ

います。歳入合計１１万３，０００円で、歳出はございません。歳入歳出差引額と実

質収支額は、ともに同額の１１万３，０００円となっております。 

   以下、１４ページは町税などの収納状況、１５ページは一般会計繰出金の状況、１



－１９－ 

６、１７ページは基金繰入金の状況、１８、１９ページは町債の借り入れ状況、２０、

２１ページは２ページの一般会計歳入の明細で、２２、２３ページは３ページの一般

会計歳出の明細でございます。 

   また、決算書の５８１ページからは、財産に関する調書となっており、公有財産、

物品、基金に係る、決算年度中の増減及び決算年度末現在高を記載しておりますので、

御参照いただきたいと存じます。 

   以上で、一般会計及び特別会計に係る、決算の補足説明を終わらせていただきます。

御審議の上、御認定賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   おはようございます。 

   私からは議案第７８号、平成２９年度有田川町水道事業会計剰余金の処分及び決算

の認定について説明させていただきます。 

   決算書の１ページをごらんください。まず収益的収入及び支出につきましては、収

入の部では、第１款水道事業収益は４億９，６００万４，１５７円です。内訳といた

しましては、第１項の営業収益４億１，１３５万３，５７９円、第２項の営業外収益

は８，４６５万５７８円でございます。支出の部では、第１款水道事業費用といたし

ましては、３億６，１８２万９，５９６円です。内訳といたしましては、第１項の営

業費用として３億３，２０６万６，３８４円、第２項の営業外費用として２，９６１

万８，７１２円、第３項の特別損失は１４万４，５００円でございます。次に資本的

収入及び支出につきましては、収入の部では第１款資本的収入といたしまして、２億

４，９６１万２，８０５円で、内訳といたしましては第１項の工事負担金２億４，９

６１万２，８０５円でございます。支出の部では第１款資本的支出といたしまして、

４億１，５０８万４，５６１円です。内訳といたしましては、第１項の建設改良費３

億４，９０７万５，３７８円、第２項企業債償還金６，６００万９，１８３円となり、

資本的収入額が資本的支出額に対し、１億６，５４７万１，７５６円不足いたします

が、これにつきましては過年度分損益勘定留保資金２８万４，５１１円、当年度分損

益勘定留保資金９，８８２万３，３６０円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額

７３６万３，８８５円、積立金取り崩し額５，９００万円より補填させていただいて

おります。 

   続きまして、３ページから１０ページにつきましては、損益計算書、剰余金計算書、

剰余金処分計算書案、貸借対照表でありますが、この中で４ページの剰余金計算書の

右側の利益剰余金の中ほどにあります、繰越利益剰余金３２５万３，０３２円と、当

年度変動額１億８，５４２万８，７３２円を合計いたしました１億８，８６８万１，

７６４円が当年度未処分利益剰余金となります。また、５ページの剰余金処分計算書
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案につきましては、議決をいただく事項でございますが、当年度未処分利益剰余金１

億８，８６８万１，７６４円の内、資本的収支不足額の補填のために積立金を取り崩

した５，９００万円を資本金に、１億２，０００万円を建設改良積立金とし、残額９

６８万１，７６４円は平成３０年度への繰越利益剰余金とさせていただいております

ので、御審議のほどよろしくお願いいたします。なお、１１ページから２８ページま

では決算付属書類並びに参考資料でございます。御確認のほどよろしくお願いいたし

ます。 

   以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（殿井 堯） 

   ほかに補足説明はありませんか。 

   ないようですので、提案理由の説明を終わります。 

   次に、監査委員より、日程第１１、議案第６２号から、日程第２７、議案第７８号

までの平成２９年度各会計の監査報告をお願いします。 

   代表監査委員、服部眞悟君。 

○監査委員（服部眞悟） 

   ただいま、平成２９年度決算について審査意見を求められましたので、御報告申し

上げます。 

   決算審査は、佐々木監査委員とともに、去る７月１９日に地方公営企業法の規定に

基づき水道事業会計の決算について、また７月２６日から３１日まで地方自治法の規

定に基づき一般会計、特別会計の決算及び基金の運用状況を審査いたしました。 

   審査の結果、各会計の歳入歳出決算書及び附属書類は、いずれも関係法令に準拠し

て作成されており、関係諸帳簿及び証拠書類と照合した結果、決算内容及び会計事務

の処理については適正に処理されており、繰越明許費を除き所期の成果を得たものと

認められました。 

   なお、本審査中に改善を求めた軽微な事項については、速やかに改善の措置を講じ

るよう要望します。 

   それでは、議案第６２号、有田川町一般会計歳入歳出決算の認定についての決算書

に添付されております、審査意見書に沿って御説明させていただきます。なお、数値

については、万円単位で説明させていただきます。 

   まず、有田川町全体の総括についてでございます。審査意見書の２ページをごらん

ください。一般会計と特別会計を合わせた総計決算では、歳入歳出差引額で５億３,

５６１万円の黒字となっています。繰越明許費の財源として、５,１２４万円が必要

であるため、実質収支額は４億８，４３６万円の黒字となりました。 

   次に、一般会計の財政構造について申し上げます。審査意見書の３ページから４ペ

ージをごらんください。歳入を財源別に見ますと、自主財源が２９．４％、依存財源

が７０．６％であり、自主財源は昨年を２．４ポイント上回りました。しかしながら、
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現状では依然として財政基盤の安定性と行政活動の自立性が確保されているとは、言

いがたい状況となっております。 

   次に６ページをごらんください。性質別歳出状況につきましては、人件費や公債費

などの義務的経費が、前年度より３，１７６万円減少しております。投資的経費につ

きましては、大型事業の終了等により１２億３，８９８万円の減少となっています。

その他の経費につきましては４，２９３万円の増加となっています。主な要因につき

ましては、後ほど意見書をごらんいただきたく存じます。 

   次に７ページをごらんください。財政構造の弾力性を判断する経常収支比率は、８

９．９％と前年度比１．６ポイント増加しております。この指標は７０％から７５％

程度が妥当と考えられておりますので、依然として財政構造の弾力性が低いと言えま

す。 

   また、公債費による財政負担の程度を示す指標であります実質公債費比率は、前年

度に比べ１．０ポイント増加し、１１．３％となっております。平成２８年度の和歌

山県内の町村平均の９．０％に比べると、かなり高くなっております。 

   以上の各指標等から勘案するに、現状においては必ずしも財政構造の弾力性が維持

されているとは認められない状況であり、今後は次世代への負担を考慮した健全な財

政運営が求められます。 

   次に、一般会計の決算について申し上げます。審査意見書８ページ以降に詳細を記

載しております。決算の歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支額は３億９，９

０８万円の黒字となっております。このうち翌年度へ繰り越すべき財源が４，７７６

万円ありますので、これを除いた実質収支額は３億５，１３２万円の黒字となってい

ます。 

   次に、町債の状況については、平成２９年度末残高が２１０億８，１４９万円であ

り、前年度末からは１２億９，７９５万円の減少となっておりますが、今後も適切で

かつ計画的な地方債の活用と、残高の削減に努め、健全な財政運営が図られるよう期

待します。 

   次に、基金の残高状況につきまして、審査意見書の９ページをごらんください。平

成２９年度末現在高は１２７億８，６００万円で、前年度末から６億２９７万円増加

しております。基金の運用については、安全かつ有利であるということを第一に考え、

適正な、管理、運用に努めていただきたいと思います。 

   なお、歳入歳出の予算科目ごとの審査内容につきましては、審査意見書の１０ペー

ジから２２ページを後ほど、御一読いただきたいと思います。 

   次に、特別会計の決算について申し上げます。審査意見書２ページにお戻りくださ

い。平成２９年度の各特別会計全体の歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支額

は１億３，６５２万円の黒字となっており、そのうち翌年度へ繰り越すべき財源が３

４８万円ありますので、実質収支額は１億３，３０４万円の黒字となっています。各
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特別会計別の状況については、意見書２３ページから３９ページに記載しております

ので、主な特別会計について概要を御報告申し上げます。 

   審査意見書２３ページをごらんください。国民健康保険事業特別会計につきまして、

実質収支は７，１５１万円の黒字となっております。国保税の徴収状況については、

収入未済額が昨年より減少し、収納率も９２．１％と１．３ポイント上昇しており、

積極的な徴収への取り組みの成果であると思われますが、健全な財政運営を推進する

上において、さらなる徴収率の向上と累積滞納額の削減に、より一層の努力をお願い

します。また今後も、高齢化による医療費の増加が懸念されることから、関係各所と

連携を図り、町民の健康管理の普及事業の推進を図られるよう望むものであります。 

   次に２６ページをごらんください。介護保険事業特別会計につきましては実質収支

は５，０５８万円の黒字となっております。介護保険料の徴収状況については収入未

済額が昨年より増加し、徴収率は９８．６％と０．１ポイント減となっておりますの

で、被保険者の実態を把握の上、適切な対策を講じられるよう要望いたします。町民

が健康で長寿でいられるよう、要介護とならないための予防事業としての地域支援事

業の推進を図られるようお願いいたします。 

   続きまして、３６ページをごらんください。公共下水道事業特別会計につきまして

は、平成２１年４月から順次、供用が開始されており、当該区域内における接続率は

５９．７％と順調に推移しております。事業の財源となる地方債につきましては、平

成２９年度末８４億６，７５９万円であり、昨年度から４億９，６７７万円増加して

おります。今後も事業推進のため、地方債発行による償還額の増加は否めず、厳しい

経営状況が予測されることから、早期接続を推進するとともに、負担金や使用料につ

いては滞納額を発生させないよう、より一層の努力をお願いいたします。 

   その他の特別会計につきましては、審査意見書に詳しく記載しておりますので省略

させていただきますので、よろしくお願いします。 

   最後に、一般会計及び全ての特別会計における実質収支に関する調書、財産に関す

る調書につきましては審査意見書の４０ページから４１ページに記載のとおりであり、

基金の運用についても、目的どおり活用されているものと認められます。 

   以上をもちまして、一般会計並びに各特別会計の報告を終わらせていただきます。 

   次に、水道事業会計について申し上げます。審査に付されました水道事業の決算諸

表は、いずれも地方公営企業法、その他関係法令に準拠して作成されております。事

業の経営成績及び財政状態は適正に表示されており、その数値についても適正である

と認められます。 

   以下、お手元の議案第７８号に添付させていただいております平成２９年度有田川

町水道事業会計決算審査意見書に沿って説明させていただきます。審査意見書１ペー

ジから２ページをごらんください。経営状況につきまして、収益的収支のうち水道事

業収益は４億６，３９９万円、水道事業費用は３億３，７５６万円、差引純利益は１
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億２，６４２万円となり、前年度に比べますと３，１３３万円の減益となっておりま

す。一方、資本的収支につきましては、資本的収入２億４，９６１万円、資本的支出

４億１，５０８万円となっており、この不足額につきましては審査意見書８ページに

記載していますとおり、損益勘定留保資金、建設改良積立金などにより補填されてご

ざいます。 

   次に、給水状況でございます。審査意見書３ページをごらんください。前年度に比

べまして、町内、湯浅分水ともに、年間配水量及び年間有収水量が減少しております。 

   次に、未収金の状況でございます。審査意見書５ページをごらんください。未収金

の主なものは公共下水道事業特別会計からの工事負担金であります。非常に大きい金

額ではございますが、地方公営企業には出納整理期間がないため未収金に計上してい

るものであり、公共下水道事業特別会計側の出納整理期間中に全額収納済みとなって

おります。 

   また、水道料金の収納率は９８．８％となり前年度より０．２ポイント減となって

います。利用者負担の原則から引き続き未収金解消に努めていただきますようお願い

します。 

   その他、詳細につきましては、決算審査意見書及び別表として財務状況等を示して

おりますので、ごらんいただきますようよろしくお願いします。 

   以上、水道事業会計の報告を終わらせていただきます。 

   続きまして、報告第２１号、平成２９年度有田川町財政健全化判断比率等の審査結

果について申し上げます。いずれも関係法令に準拠して作成されており、これらの算

出過程並びに比率等は、いずれも正確であると認められます。 

   お手元の審査意見書に各比率の詳細を記載しておりますので、その概要を申し上げ

ます。まず、審査意見書の２ページをごらんください。実質赤字比率及び連結実質赤

字比率につきましては、全ての会計において黒字であり赤字比率はございません。実

質公債費比率につきましては、１１．３％となっており、前年度１０．３％と比較し

て１ポイント上昇しております。 

   次に、審査意見書３ページをごらんください。将来負担比率につきましては、１５．

０％となっており、この数値は昨年度より１８．１ポイント改善されています。 

   最後に、審査意見書３ページから４ページをごらんください。公営企業会計の資金

不足比率につきましては、各会計とも資金不足は発生しておりませんが、一般会計か

らの繰入金に依存していることから、今後は、これらの抑制に努め、受益者負担や独

立採算を原則とした思考で努力されることを期待いたします。 

   各比率は、健全な数値を保ってはいるものの、一般会計では歳入のうち約４割を地

方交付税に依存している状況であり、普通交付税の合併算定替分が段階的に減少する

ことから、これら指標の動向を十分注視し、より一層の歳入の確保、歳出削減に向け

た取り組みを図り、健全な財政運営をされることを期待いたします。 
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   以上、各会計決算の審査意見及び財政健全化判断比率等審査結果の報告を行いまし

たが、今後ともより一層の財政健全化を志向し、町民の信頼に応えるための行政運営

をお願い申し上げまして、決算審査報告とさせていただきます。 

○議長（殿井 堯） 

   以上で監査委員の報告が終わりました。 

   暫時休憩します。休憩中に、３階中会議室において全員協議会を開催しますので、

よろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １０時４４分 

再開 １５時３０分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（殿井 堯） 

   再開いたします。 

……………日程第３ 報告第２０号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第３、報告第２０号、専決処分の承認を求めることについて。平成３０年度有

田川町一般会計補正予算第２号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本件を承認することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（殿井 堯） 

   起立全員であります。 

   よって、本件は承認することに決定いたしました。 

……………日程第４ 報告第２１号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第４、報告第２１号、平成２９年度有田川町財政健全化判断比率等についてを

議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 
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   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   ２番、増谷です。 

   報告第２１号について質疑をさせていただきます。 

   この報告第２１号の審査意見書の中において、繰り入れ基準について説明されてい

ます。その中で繰り入れ基準については、一般会計から結構、入れている会計もあり、

独立採算制から、その縮小に努めなければならないと、このように記述されている部

分があるんですね。そういうところに該当する部分を見ますと、３つだと考えます。

１つは簡易水道事業会計と農業集落排水事業会計、それから公共下水道事業会計決算

に当たるのではないかと思いますが、そうしますといわゆる法定外繰り入れの主なも

のは何になっているのか、まず御説明をいただきたいと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   簡易水道事業の基準外繰り入れにつきましては、建設改良に伴う償還金の利子、ま

た建設改良に伴う起債の償還金の元金、また人件費等が基準外の繰り入れとなってお

ります。 

   公共下水道事業につきましては、人件費が基準外繰り入れのようになっております。 

   農業集落排水事業につきましては、維持管理費と、あと人件費の関係等が基準外の

繰り入れというふうになっております。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   例えば、国保特別会計からの繰り入れなんかは、よく人件費で言えば、以前は国庫

負担金で正職員分なんかを見ていたのが、一般財源化されて繰り入れされるケースに

なってきていますが、この３つの会計については、そういうところがないんですが、

大事な人件費がなぜ基準外繰り入れになるのか、おかしいと思うんですが、その点を

御説明いただきたいと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   その基準内繰り入れ、基準外繰り入れというのは国のほうの分け方になってくるわ

けなんですけれども、簡易水道でありましたり、公共下水道、農業集落排水事業とい

うものにつきましては、企業的な事業であるというふうに国が考えられて、そういう

ふうな区分けをされているんじゃないかなと推測します。 

○議長（殿井 堯） 
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   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   そうなりますと、こういう会計はそもそも独立採算制を言われます。そうですね。

そうなったら、収入、歳入の見込みをきちっととっていかないと、事業としてはだめ

になるということにつながりますよね。今、公共下水なんか、これから事業も計画し

ている最中であるし、農業集落排水なんかはつなぎ込み率は１００％ないと、こうい

う点のしんどさがあって、収入の見込み増というのは大変しんどいんじゃないですか。

どうですか。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   収入を上げるということは、もちろんそういうふうなつなぎ込み者をふやすという

こともありますけれども、それだけではどうやっても難しい面がありまして、使用料

の改定とか、そういうことにつながってくるかと思うんですけれども、現在の負担の

中では、うちのほうは現在、住民負担をかける分については今、この使用料金でやっ

ていきたいということでやっておりますけれども、将来的にはいろんな面を考えて、

また時期が来れば改定とかそういうことも考える必要がなったときには検討していく

必要があると思います。 

○議長（殿井 堯） 

   この件に関しては３回ですので、ほかの件でございますか。 

○２番（増谷 憲） 

   もう３回なったんかな。 

○議長（殿井 堯） 

   やりました。これでいいですか。 

○２番（増谷 憲） 

   わかりました。 

○議長（殿井 堯） 

   ほかに質疑はございませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認め、これで報告を終わります。 

   お諮りします。 

   日程の順序を変更し、日程第１１、議案第６２号から、日程第２７、議案第７８号

までを先に審議したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 
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   異議なしと認めます。 

   日程の順序を変更し、日程第１１、議案第６２号から、日程第２７、議案第７８号

までを先に審議することに決定しました。 

   お諮りします。日程第１１、議案第６２号から、日程第２７、議案第７８号までの

１７件を一括議題としたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   異議なしと認めます。日程第１１、議案第６２号から、日程第２７、議案第７８号

までの１７件を一括議題といたします。 

……………日程第１１、議案第６２号から、日程第２７、議案第７８号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   一括して質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   議案第６２号、一般会計決算について、１点だけ質疑をさせていただきます。 

   当初、合併前に住民説明会で合併しなければならない大きな理由の１つとして、地

方交付税が減額されるという御説明がどこの会場でも行われました。そのときの説明

では、１０億円から１２億円の減額になる予想だという説明だったと思います。なぜ、

こうなるのかと言いますと、本来は１つの町になった場合、計算する地方交付税の算

定の基準と、５年間は段階的に減らされますけれども、基本は合併しなかった町の、

それぞれの町の地方交付税の計算の合計額が算定替の交付税ということで、１本算定

と算定に差がありましたね。その差が当初は１０億円か１２億円だということであり

ましたが、直近の算定替と１本算定の地方交付税の推移は現時点で説明できる範囲の

数字をお答えください。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   平成３０年度の交付税のほうの合併算定と１本算定の差というのは、約３億４，０

００万円でございます。今、現在はそれの特例措置で５０％がまだ見ていただいてい

るというところでございます。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   ２回目の質疑をさせていただきます。平成３０年度で３億４，０００万円の差であ

るということは、かなり減額額は減ってきたということになりますよね。そうなりま

すと、財政規模そのものもやっぱり検討する必要が出てくると、私は考えます。当初
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は１０億円から１２億円減らすために、行政改革大綱をつくって、行革プランをつく

りました。今、第２次まで来ていますが、それに基づいてさまざまな効率化を図って

きて、民間委託や施設の統廃合等々、人件費の削減をやってきましたけれども、そう

いう計画も含めて、見直す計画があるのではないかと思うのですが、その点はいかが

でしょうか。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   今、現在の有田川町の決算規模というのは、平成２８年度では１６３億円というこ

とで、かなり大きな規模になっております。以前からも議員さんから御指摘の中で、

当町としては大体１３０億円台に乗せられるように進めていきたいというふうにお話

をさせていただいているところであると思います。 

   また、その中で標準財政規模に対して、歳出額が大きいんじゃないかという話もよ

く言われるんですけれども、なかなか標準財政規模って、うちは１００億円程度なん

ですけれども、各町、どの町を見ても、標準財政規模程度の決算規模というところは

ほとんどございません。大体、大きいところでは１．９倍であったりとか、和歌山市

なんかではそういうふうな状況でございます。 

   そういうふうな状況でありますけれども、当町としては大体１３０億円台へ乗せら

れるように取り組んでいきたいというふうには考えております。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   最後の質疑ですね。そうなりますと、標準財政規模は１００億円、確かにそうです

が、１３０億円台に持っていきたいということなんですが、大体毎年見ていますと、

経常経費は余り減らせない。経常経費は減らせないのと、義務的経費は一定額要ると

いうことがあれば、１３０億円台にしても、やっぱり再度、財政部のほうで財政規模

が本当にこれでいいのかどうかも含めて、住民要求もたくさんありますし、私は再度

検討を求めたいと思いますが、その点はいかがでしょうか。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   歳入と歳出のバランスを考えながら、なるべく住民に負担のかからない形で、いろ

んな面でやっていきたいと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ほかに質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認めます。 

   お諮りします。ただいま議題になっています議案第６２号から、議案第７８号まで

の１７件について、１４人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、付託した

いと思いますが御異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、議案第６２号から、議案第７８号までの１７件については１４人の委

員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することを決定しま

した。 

   お諮りします。ただいま設置することに決定しました決算審査特別委員会の委員の

選任については、委員会条例第７条第２項の規定によって、議長において指名させて

いただきます。堀江眞智子君、増谷憲君、椿原竜二君、中島詳裕君、星田仁志君、

畑之君、谷畑進君、小林英世君、林宣男君、岡省吾君、森谷信哉君、新家弘君、湊

正剛君、亀井次男君を指名したいと思いますが御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、ただいま指名した１４人を決算審査特別委員会の委員に選任すること

に決定しました。 

   暫時休憩します。このままお待ちください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １５時４５分 

再開 １５時４５分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（殿井 堯） 

   再開いたします。 

   報告いたします。ただいま設置されました決算審査特別委員会より、正副委員長に

ついて、結果の報告を受けています。委員長に小林英世君、副委員長に畑之君が

選任されましたので御報告いたします。 

   お諮りします。決算審査特別委員会に付託して審査することに決定した議案のうち、

議案第６２号から議案第７７号までの１６件は、閉会中の継続審査としたいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 
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   異議なしと認めます。したがって、議案第６２号から議案第７７号までの１６件は、

閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

   お諮りします。日程第５、議案第５６号から、日程第１０、議案第６１号まで、及

び日程第２８、議案第７９号から、日程第４１、諮問第３号までを提案理由の説明だ

けにとどめ、議案調査のため審議を中止したいと思いますが、これに御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   異議なしと認めます。 

   本日の会議は、これで延会したいと思います。 

   なお、次回の本会議は、９月１２日水曜日、午前９時３０分に開議します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

延会 １５時４６分 


